
平成23年６月14日

株 主 各 位

大阪府八尾市渋川町２丁目１番３号

松本油脂製薬株式会社
代表取締役社長 木 村 直 樹

第73回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のお引立を賜り有難く厚くお礼申し上げます。

　さて、当社第73回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、なにとぞご出

席いただきますようお願い申し上げます。

　なお、当日ご出席おさしつかえの場合は、お手数ながら後記の議決権の代理行使の

勧誘に関する参考書類をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示い

ただき、ご捺印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 平成23年６月29日（水曜日）午前11時

2. 場 所 大阪府八尾市渋川町２丁目１番３号

本社 第二研究ビル２階会議室

(後記の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項

報 告 事 項 1. 第73期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業報告及

び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査

結果報告の件

2. 第73期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）計算書類報

告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役９名選任の件

第３号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとお

りであります。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。
◎事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト（http://www.mtmtys.co.jp/)に掲載させていただきます。
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【添付書類】

第 73 期 事 業 報 告

[平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで]

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国の経済は、中国・インドなどをはじめとする新

興国の外需拡大などで景気を戻しつつありましたが、急激な円高、株価の低迷、

各種原料の高騰の影響及び東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故により不

透明感が増しております。

当社グループの重要な販売分野である国内繊維産業におきましては、生産拠点

の海外移行や統廃合による生産中止により淘汰が進み、売上の減少に歯止めがか

かってきました。一方海外の繊維産業向けでは、中国の内需拡大政策やアジア地

域の活況により順調に売上を伸ばしております。

非繊維分野におきましては、国内では自動車産業の大幅減産が緩和され、また

秋口以降住宅関連の補修用材料の販売が好調に推移してまいりました。また海外

向けでは、中国をはじめとするアジア地域での需要は引き続き旺盛で、特に中

国・東南アジアの自動車産業向けは急拡大しております。

しかし、新興国の様々な分野での需要拡大に伴い、石化製品やオレオ製品の各

種原料の高騰が続いており、製品価格の適正化が急務となっております。

このような状況下、当社グループでは販売・利益を確保するため、競争力のあ

る高品質・低価格商品の開発を行うとともに、市場ニーズに合致した商品の早期

開発に努めてまいりました。その結果、国内での市場縮小や大幅な円高の進行と

いうマイナス要素はありましたが、売上高、営業利益、当期純利益は前年実績を

上回ることができました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高26,556百

万円（対前年同期比112.8％）、営業利益1,170百万円（対前年同期比118.4％）、経

常利益1,161百万円（対前年同期比75.5％）、当期純利益714百万円（対前年同期比

101.0％）となりました。

・部門別の業績は、次のとおりであります。

① 界面活性剤部門における当連結会計年度の売上高は19,379百万円（対前年同

期比114.9％）、営業利益は845百万円（対前年同期比126.1％）となりました。

陰イオン界面活性剤の分野におきましては、国内合繊メーカー各社への販売

は底を打ち、昨年の実績を上回りました。海外合繊メーカーへの販売は中国向

けが好調で、売上高は2,962百万円（対前年同期比109.5％）となりました。
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非イオン界面活性剤の分野におきましては、国内では、消費低迷と繊維製品

の低価格化による海外シフトの影響で低迷していたテキスタイル分野の加工量

が増加しました。炭素繊維は航空機、産業資材向けを中心に回復し、処理剤の

販売が増加しました。また、化学工業分野では洗浄剤原料の販売が増加しまし

た。海外では工業用繊維分野、衣料用分野、弾性繊維用分野、高機能繊維分野

とも好調で、特に中国では設備の増設・増産が行われており、販売金額が増加

し、売上高は15,617百万円（対前年同期比116.8％）となりました。

陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、縮小傾向であった繊維全

般の加工が底を打ち、関連加工剤の販売は、昨年実績を上回りました。化学工

業分野では洗浄剤原料の販売は回復してきましたが、原料価格の高騰が続き、

製品価格への転嫁が急務になっており、売上高は799百万円（対前年同期比

101.0％）となりました。

② その他部門における当連結会計年度の売上高は7,176百万円（対前年同期比

107.3％）、営業利益は324百万円（対前年同期比102.2％）となりました。

高分子・無機製品等の分野におきましては、繊維関連では、織布向け製織用

糊剤の販売は国内生産が縮小の中で堅調に推移しました。非繊維関連では、化

粧品原料は堅調に推移しており、建材関係では住宅着工件数の低迷が続いてお

りますが、補修用途の拡大で有機高分子製品の出荷が回復傾向となりました。

自動車生産は国内減少分を海外拡大で補い、ゴム成形品加工剤・熱膨張性マイ

クロカプセルの販売も好調に推移しており、売上高は7,176百万円（対前年同期

比107.3％）となりました。

2. 対処すべき課題

国内の経済は、東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故により不透明感が

増し、急激な円高、各種原料の高騰等により経営環境は引き続き厳しい現状にあ

ります。また、当社グループの震災による被害は、原材料購入先の企業様が被災

し、一部の原材料が不足気味になった程度にとどまり、生産活動の影響は軽微な

ものでした。

このような状況下ではございますが、当社グループといたしましては、より競

争力のある新商品の開発、販路の拡大及び社内の合理化をこれまで以上に進める

ことにより全社一丸となり業績の回復と収益率の向上に努める所存でございます。

ここ数年静岡工場の設備増強や大阪工場の新設等、新しい時代に対応した設備

の増強に努めてまいりましたが、それぞれの有効活用と本社工場の思い切った設

備の見直しを展開してまいりたいと考えております。
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また研究開発につきましては当社グループが誇る人材をフルに活用し、付加価

値のより高い新素材・新用途の開発を行っておりますが、今後とも社会情勢の変

化に対応すべく適材適所で機動的に事業の運営を図ってまいりたいと考えており

ます。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。

3. 設備投資等及び資金調達の状況

(1) 当連結会計年度の設備投資総額は約405百万円でありましたが、その主なもの

は、本社工場における生産設備の増設であります。

(2) 上記の設備投資資金は、いずれも自己資金によってまかなっております。

4. 財産及び損益の状況の推移
(単位：百万円)

区 分
第 70 期

[平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで]

第 71 期

[平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで]

第 72 期

[平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで]

第73期（当期)

[平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで]

売 上 高 27,325 24,358 23,551 26,556

経 常 利 益 1,873 771 1,539 1,161

当 期 純 利 益 1,368 141 707 714

１株当たり当期純利益 122円41銭 13円29銭 69円46銭 70円17銭

純 資 産 40,092 37,434 37,913 37,725

総 資 産 49,482 43,635 45,655 46,501

(注) １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

5. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 子会社等の状況

当期の連結対象は株式会社マツモトユシ・インドネシア１社で、当社の議決

権比率は49％ですが、実質的に支配しているため子会社としております。持分

法適用会社は日本クエーカー・ケミカル株式会社、他１社であります。

当連結会計年度の売上高、経常利益、当期純利益は事業の経過及びその成果

に記載のとおりであります。

(2) その他

松本興産株式会社は当社の議決権を20.8％所有しており、当社は同社の関連

会社であります。
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6. 主要な事業内容

品 目 用 途 主 要 製 品

界
　
面
　
活
　
性
　
剤
　
部
　
門

陰イオン界面活性剤

繊 維 工 業 化合繊紡糸紡績油剤、チーズ用柔軟平滑剤

農 薬 工 業 農薬防疫用乳化剤

ゴ ム 工 業 防着、離型剤

洗 剤 工 業 食器、食品洗浄剤

非イオン界面活性剤

繊 維 工 業 化合繊紡糸紡績油剤、コーニングオイル、フィラメント

織布用経糸油剤、精練洗浄剤、染色助剤

鉄鋼金属工業 圧延油、作動油、金属洗浄剤

製 缶 工 業 成型用油剤

樹 脂 工 業 合成樹脂用練込帯電防止剤

香 粧 品 工 業 乳化剤

公害防止産業 流出油処理剤

陽・両性イオン界面活性剤

繊 維 工 業 柔軟仕上剤、チーズ用柔軟平滑剤、永久通気性撥水剤

樹 脂 工 業 合成樹脂用帯電防止剤

香 粧 品 工 業 洗剤原料

そ
　
の
　
他
　
部
　
門

高分子・無機製品

繊 維 工 業 経糸用糊剤、風合改良剤、繊維加工剤

建 材 工 業 壁材用接着補強剤、軽量化充塡剤

機 械 工 業 合成ダイヤモンド

電機・機械工業 磁性流体

自 動 車 産 業 軽量化剤

印 刷 工 業 インキ、塗料加工剤

香 粧 品 工 業 触感向上剤、紫外線防止剤

エレクトロニクス産業 感熱用薬剤、電池用多孔化剤

仕 入 商 品
建 材 工 業 リシン用基剤樹脂

繊 維 工 業 経糸用糊剤
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7. 営業所及び工場

(1) 当 社

営 業 所 大阪営業所 東京営業所 名古屋営業所

広島営業所 金沢営業所

工 場 本社製造部門 静岡製造部（袋井市）

大阪製造部（高石市）

(2) 子会社

工 場 インドネシア工場

8. 従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

合 計 447名 7名減

9. 主要な借入先

借 入 先 借 入 金 額

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 500百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 200百万円

Ⅱ 会社の株式に関する事項

1. 発 行 済 株 式 総 数 10,178,321株（自己株式 1,103,308株を除く。）

2. 株 主 数 628名

3. 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

松 本 興 産 株 式 会 社 2,105,390株 20.69％

S T A T E S T R E E T B A N K A N D T R U S T C O M P A N Y 1,058,246 10.40

木 村 直 樹 920,619 9.04

松 栄 産 業 株 式 会 社 867,423 8.52

有 限 会 社 木 村 直 樹 519,750 5.11

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 338,700 3.33

松 本 新 太 郎 318,725 3.13

岩 田 み ち 子 289,772 2.85

相 田 襄 治 225,775 2.22

木 村 芳 樹 216,188 2.12

（注） 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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Ⅲ 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の氏名等

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 木 村 直 樹 松 本 興 産 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長

代 表 取 締 役 専 務 矢 野 真 剛 管 理 部 門 担 当

専 務 取 締 役 蔦 谷 幹 男 営 業 部 門 担 当 第 三 営 業 部 長

常 務 取 締 役 髙 田 武 海 外 事 業 部 長

常 務 取 締 役 木 村 芳 樹 監 査 室 長

取 締 役 渡 邉 潤 第 一 事 業 部 長 兼 第 一 研 究 部 長 兼 合 弁 事 業 室 長

取 締 役 髙 橋 修 生 産 本 部 長 兼 製 造 部 長

取 締 役 田 中 憲 吾 生 産 本 部 副 本 部 長 兼 静 岡 製 造 部 長

取 締 役 伊 藤 茂 樹 第 三 事 業 部 長 兼 第 三 研 究 部 長

取 締 役 相 談 役 松 本 新太郎 松 栄 産 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長

常 勤 監 査 役 増 田 俊 明

常 勤 監 査 役 森 下 輝 久

常 勤 監 査 役 吉 岡 孝

監 査 役 叶 智加羅
叶 法 律 事 務 所 代 表

株 式 会 社 大 森 屋 社 外 監 査 役

(注) 1. 当期中の異動
平成22年６月25日開催の第72回定時株主総会において、田中憲吾、伊藤茂樹の両氏が新
たに取締役に、増田俊明、森下輝久、吉岡孝の３氏が新たに監査役に選任され就任いた
しました。また、同日、代表取締役専務綿宏之、常務取締役増田俊明、取締役森下輝久、
取締役柚山博、監査役岩﨑輝一郎の５氏は任期満了により退任し、常勤監査役瀬川洋二
氏は辞任により退任いたしました。

2. 常勤監査役森下輝久氏は、35年間当社の経理業務を担当しており、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有するものであります。

3. 常勤監査役吉岡孝、監査役叶智加羅の両氏は社外監査役であります。
なお、常勤監査役吉岡孝氏につきましては、株式会社大阪証券取引所に対し、独立役員と
して届け出ております。

2. 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 14名 166百万円

監 査 役 6名 27百万円

合 計 20名 194百万円

(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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3. 社外役員に関する事項

(1) 重要な兼職先と当社との関係

監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の社外監査

役であります。当社は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、

叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。

(2) 当事業年度における活動状況

イ．取締役会及び監査役会の出席状況

取締役会(13回開催) 監査役会(14回開催)

出席回数 出席率 出席回数 出席率

常勤監査役 吉 岡 孝 10回 100％ 10回 100％

　 監査役 叶 智加羅 13回 100％ 14回 100％

(注) 常勤監査役吉岡孝氏は、平成22年６月25日開催の第72回定時株主総会において新たに選任
されたため、開催回数が他の社外監査役と異なります。なお、就任後の取締役会及び監査
役会の開催回数は10回であります。

ロ．取締役会及び監査役会における発言状況

・常勤監査役吉岡孝氏は、長年ジャーナリストとして培われた幅広い知識と

経験に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜

発言を行っております。

・監査役叶智加羅氏は、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役

会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。

(3) 責任限定契約の内容及び概要

当社は、社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定

款において、社外監査役との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲内に

限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、社外監査

役である吉岡孝、叶智加羅の両氏は、当社との間で、当該責任限定契約を

締結しております。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場

合は、会社法第425条１項に規定する最低責任限度額を限度として、そ

の責任を負う。

・上記の責任限定契約が認められているのは、当該社外監査役が責任の

原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無いときに限

るものとする。
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(4) 報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

社 外 監 査 役 3名 9百万円

Ⅳ 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称

清稜監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 報酬等の額 17百万円

② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財務上の利益の合計額 17百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬の額を区別しておりませんので、上記の金額には金融商品取引法に基づく報酬等
の額を含めております。

3. 子会社の監査に関する事項

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項 5. 重要な親会社及び子会社の状況に記

載の当社の重要な子会社である株式会社マツモトユシ・インドネシアについて

は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任

いたします。解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任し

た旨と解任した理由を報告いたします。

なお、監査役会は会計監査人の継続監査年数等を勘案しまして、再任もしく

は不再任の決定をいたします。

Ⅴ 業務の適正を確保するための体制

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

取締役及び使用人が法令、定款、社内規程及び社会規範を遵守すべき基本と

して「松本油脂製薬グループ企業行動規範」を制定し、コンプライアンスを徹

底する体制を構築する。コンプライアンス担当取締役は、全社横断的なコンプ

ライアンス体制の整備及び問題点の把握・改善に努める。
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2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令及び「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報

の保存及び管理を行い、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスク管理体制については「リスク管理規程」に基づき、松本油脂製薬グ

ループの横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題点の把握及び危機

発生の対応を行う。

(2) 組織横断的リスクへの対応は、代表取締役社長を本部長として対策本部を

設置し、管理部を事務局として迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこ

れを最小限にとどめる。各部門所轄業務に附属するリスクは担当部門がこ

れにあたり、その状況はすべて取締役会・監査役会及び管理部に報告され

る。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行については、「組織・業務分掌規程」及び「職務権限規

程」に基づいて、月一回開催される取締役会において決定する。また必要に応

じて臨時取締役会及び代表取締役との打合せ、並びに取締役を横断する連絡会

議において審議し、意思決定のプロセスの効率化・迅速化を図るとともに、定

期的な運用状況を検証する体制をとる。

5. 当会社及び子会社からなる企業集団における適正を確保するための体制

当社グループの業務の適正については、法令・会計原則・税法その他の社会

規範に照らし適正なものとし、子会社を担当する取締役は、子会社の法令の遵

守並びにリスク管理体制を構築する責任を持つ。子会社は、業務推進状況及び

地域社会の様相について随時子会社を担当する取締役に報告し、意思の疎通を

図る。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

補助する使用人は置かないが監査役の職務を補助すべき組織として、管理部

がこれを担当する。

なお、補助業務に関しては取締役からの独立性を確保する。
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7. 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制

取締役は当社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為、

又は著しい損害の生じるおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役会

に報告する。

なお、使用人にあたっては取締役を経由して報告するものとする。

8. その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、

取締役会及び経営会議等重要な会議に出席するとともに、稟議書等業務執

行に係わる重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求める。

(2) 監査役会による取締役及び使用人から情報収集の機会及び監査法人との情

報交換の機会を確保する。

Ⅵ 株式会社の支配に関する基本方針

1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課

題と考え、その実現に日々努めております。したがいまして、当社は、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々

な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者で

なければならないと考えております。

上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引に委

ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、

最終的には株主の皆様のご意思に基づき決定されることを基本としており、会

社の支配権の移転を伴う大量の買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株

主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社

は、当社株券等の大量の買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。

しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量の

買付けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制

するおそれがあるもの、当社取締役会が代替案を提案するための必要十分な時

間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件を

もたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定され

ます。
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当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない大

量の買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として

不適切であり、このような者による大量の買付けに対しては、必要かつ相当な

対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

を確保する必要があると考えております。

2. 当社の基本方針の実現に資する特別な取組み

(1) 当社の企業価値の源泉

当社は大正15年の創業以来、界面活性剤メーカーとして紡糸・紡績油剤から

糊付け、染色、最終仕上げ加工まで繊維産業の全ての生産工程に係わる薬剤を

提供し、繊維産業の発展に大きく貢献してまいりました。

また、一般工業分野においても、長年蓄えてきた界面科学の技術を駆使して、

様々な機能性工業薬品を開発し、多様な産業分野への市場開拓に力を注いでま

いりました。

当社は、このような当社の企業価値の源泉は、①繊維産業のグローバル化に

伴う新たな市場を開拓する力、②炭素繊維やアラミド繊維あるいは生分解性繊

維等スーパー繊維といわれる先端技術への対応力や繊維産業向けの薬剤の高機

能化に伴う技術開発力、③マイクロカプセル・マイクロビーズ等の超微粒子の

分野において当社が占める高いマーケットシェア、④用途開発が進む一般工業

用の界面活性剤・高分子製品の技術開発力及び⑤ISO9001及びISO14001により運

用される生産体制や品質保証体制など、創業以来培ってまいりました有形無形

の財産に加えて、お取引先様、お得意先様、当社従業員等との長年に亘る信頼

関係の維持等にあるものと考えております。

(2) 企業価値向上のための取組み

当社は、企業価値向上のための取組みといたしまして、当社の社是「顧客に

は良品廉価で満足を」が示すように、多様化するお取引先様、お得意様のニー

ズをいち早くとらえ、新たな価値ある製品をご提供できるよう豊富なスタッフ

による研究開発・製造に努めてまいります。また、当社は界面活性剤分野のみ

ならず、高分子分野におきましても独自の技術開発を行うことにより現在の地

位を築いてまいりましたが、今後も技術開発力を高めていくことにより、海外

顧客層の拡大を図り、グローバル経済への対応力を強化してまいります。さら

に、当社及び当社グループの事業構成とその方向性を明確にし、選択と集中に

より経営資源の配分見直しを継続的に進め、資本効率を高める事業投資、設備

投資を行い、将来に亘って拡大・発展させる布石を着実に打つことにより、今

後の収益基盤の一層の安定と確立に努めてまいります。

具体的な設備投資に関しましては、八尾本社工場の再配置を進めるとともに、

静岡工場のマイクロカプセルの設備を増設し、様々な需要に対応できる体制を

構築してまいります。
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また、平成20年10月には大阪府高石市の三井化学大阪工場内に新工場（大阪

工場）が完成し、繊維向け薬剤の生産能力の拡充が可能となり、一層の企業価

値の拡大が図れるものと考えております。

海外におきましては、成長市場である中国・インド等での拡販に重点課題と

して取組むとともに、北米やヨーロッパにおいても積極的な展開を図ってまい

ります。

当社は、業績の伸びに応じて株主利益の増大を図ることを利益配分の基本方

針とし、剰余金の配当を行っております。また、内部留保資金につきましては、

企業体質の強化と将来の事業展開に備えて活用してまいります。

さらに、当社は、社会的責任への取組み強化も積極的に推進してまいります。

法令遵守や企業倫理の一層の浸透に努めるとともに、社会的責任に対する真摯

な姿勢・誠実な対応がお取引先様、お得意先様から信頼される会社であるため

の要件であることを自覚し、界面活性剤メーカーとして常に付加価値をお届け

する研究開発及び品質保証体制の強化に努めてまいります。これらに加え、環

境マネジメントの推進、コンプライアンス体制の確立、リスクマネジメント等

の充実にも鋭意努力してまいります。コーポレートガバナンスにつきましては、

意思決定のスピードアップと活力のある組織運営に努めており、平成11年より

変化する経営環境に迅速かつ緊張感を持って対応するため取締役の任期を１年

としております。

今後とも界面活性剤メーカーとして安全で高品質な製品を提供することは勿

論のこと、お取引先様、お得意先様に信頼され多様化するニーズに対応できる

分野を開拓し、さらなる事業拡大と業績向上に向けて一層の努力を重ねてまい

ります。

当社は、これらの取組みが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益の確保・向上につながるものと考えております。

3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み

当社取締役会は、基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務及び事

業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社

株券等の大量な買付けを行う際の一定のルールを設ける必要があると考えまし

た。

そこで、当社は、平成20年５月16日開催の当社取締役会において、第70回定

時株主総会において株主の皆様にご承認いただくことを効力発生の条件として、

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といい

ます。）を導入することを決議し、第70回定時株主総会の議案としてお諮りした

結果、過半数をもって承認可決いただいております。
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4. 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

(1) 基本方針の実現に資する特別な取組み（上記2.）について

上記2.「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組み

は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に向

上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に

資するものです。

したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様

の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とす

るものではありません。

(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組み（上記3.）について

イ．当該取組みが基本方針に沿うものであること

本プランは、当社株券等に対する大量買付行為が行われる際に、当該大量

買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会

が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保したり、株主の皆様

のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための取組みであり、

基本方針に沿うものであります。

ロ．当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益

を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは

ないと考えております。

ⅰ) 買収防衛策に関する指針等を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日付で発表した

「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指

針」において定められた①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則の三原則を完全に

充足し、また、株式会社大阪証券取引所の「企業行動規範に関する規則」

第11条（買収防衛策の導入に係る遵守事項）の趣旨に合致したものです。

さらに、本プランは、企業価値研究会が平成20年６月30日付で公表した

「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内

容になっており、合理性を有するものであります。
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ⅱ) 株主の皆様の意思の重視と情報開示

当社は、本プラン導入について第70回定時株主総会において株主の皆様

のご承認を得ております。

本プランの有効期間は、平成23年６月に開催予定の第73回定時株主総会

の終了の時までとします。以降本プランの継続については３年ごとに定時

株主総会の承認を得ることとします。ただし、有効期間中であっても、株

主総会又は取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。

さらに、これらに加えて、取締役会は、実務上適切であると判断する場

合又は独立委員会からの勧告があった場合には、株主総会を開催し、対抗

措置の発動の是非についても、株主の皆様の意思を確認することとされて

おり、株主の皆様の意思が反映されます。

また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて

当社株式の売却を行うか否かについての判断、及び対抗措置の発動の是非

を判断する株主総会における議決権行使等の際の意思形成を適切に行って

いただくために、取締役会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を

受けた情報を株主の皆様へ取締役会が適当と認める時期及び方法により開

示することとしております。

ⅲ) 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み

① 独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除する

ために、独立委員会を設置しております。

当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量

買付行為に対する対抗措置の発動の是非等について審議・検討した上で

取締役会に対して勧告し、取締役会は当該勧告を最大限尊重して決議を

行うこととされており、取締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動

を可及的に排除することができる仕組みが確保されています。

② 合理的な客観的要件の設定

本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ル

ールを遵守しない場合、又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損

なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合

のみ発動することとされており、この点においても、取締役会による恣

意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているもの

といえます。

さらに、取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の

発動の是非の決定は株主総会の決議に委ねられ、この点においても、取

締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保

されているものといえます。
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ⅳ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされてい

ることから、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交

替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、

当社の取締役の任期は１年となっており、期差任期制ではないため、本プ

ランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行う

ことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）

でもありません。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成23年３月31日現在)
(単位：百万円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 30,660 流 動 負 債 8,357

現 金 及 び 預 金 16,190 買 掛 金 6,458

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 7,593 短 期 借 入 金 800

有 価 証 券 1,914 未 払 法 人 税 等 46

た な 卸 資 産 3,304 賞 与 引 当 金 271

繰 延 税 金 資 産 526 そ の 他 780

そ の 他 1,135 固 定 負 債 418

貸 倒 引 当 金 △4 退 職 給 付 引 当 金 235

固 定 資 産 15,840 資 産 除 去 債 務 92

有 形 固 定 資 産 5,249 預 り 保 証 金 90

建 物 及 び 構 築 物 2,527 負 債 合 計 8,775

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 1,978 純 資 産 の 部

土 地 530 株 主 資 本 38,430

建 設 仮 勘 定 57 資 本 金 6,090

そ の 他 155 資 本 剰 余 金 6,517

無 形 固 定 資 産 17 利 益 剰 余 金 27,567

ソ フ ト ウ ェ ア 8 自 己 株 式 △1,744

そ の 他 8 その他の包括利益累計額 △890

投資その他の資産 10,574 その他有価証券評価差額金 △685

投 資 有 価 証 券 8,860 為替換算調整勘定 △204

関 係 会 社 株 式 464 少 数 株 主 持 分 185

長 期 貸 付 金 188

繰 延 税 金 資 産 503

積 立 保 険 料 483

そ の 他 75

貸 倒 引 当 金 △1 純 資 産 合 計 37,725

資 産 合 計 46,501 負 債 及 び 純 資 産 合 計 46,501
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連 結 損 益 計 算 書

[平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで]

(単位：百万円)

科 目 内 訳 金 額 金 額

売 上 高 26,556

売 上 原 価 21,510

売 上 総 利 益 5,046

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,876

営 業 利 益 1,170

営 業 外 収 益

受 取 利 息 199

受 取 配 当 金 65

持分法による投資利益 41

そ の 他 121 428

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7

為 替 差 損 180

そ の 他 249 437

経 常 利 益 1,161

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 26

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 7 33

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 37

資 産 除 去 債 務 影 響 額 23

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 9

固 定 資 産 除 売 却 損 7 76

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,117

法人税、住民税及び事業税 343

法 人 税 等 調 整 額 46 389

少数株主損益調整前当期純利益 728

少 数 株 主 利 益 13

当 期 純 利 益 714
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連結株主資本等変動計算書

[平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで]

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰 余 金 利益剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成22年３月31日残高 6,090 6,517 27,362 △1,741 38,228

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △508 △508

当 期 純 利 益 714 714

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 205 △2 202

平成23年３月31日残高 6,090 6,517 27,567 △1,744 38,430

(単位：百万円)

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産 合 計その他有価証券
評価差 額 金

為替換算調整勘定
その他の包括
利益累計額合計

平成22年３月31日残高 △327 △187 △514 199 37,913

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △508

当 期 純 利 益 714

自 己 株 式 の 取 得 △2

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△358 △17 △375 △13 △389

連結会計年度中の変動額合計 △358 △17 △375 △13 △187

平成23年３月31日残高 △685 △204 △890 185 37,725
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連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称：株式会社マツモトユシ・インドネシア

(2) 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社の数 １社

非連結子会社の名称：立松化工股份有限公司

　 連結の範囲から除いた理由

　小規模な会社であり、総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社の数 １社

会社の名称：立松化工股份有限公司

持分法を適用した関連会社の数 １社

会社の名称：日本クエーカー・ケミカル株式会社

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等

該当事項はありません。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年度

に係る計算書類を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社である株式会社マツモトユシ・インドネシアの決算日は12月31日であり、連結決算日

との差は３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を使用して連結を行っ

ております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

そ の 他 有 価 証 券：時価のあるものは決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないものは総平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算

書を基礎として、持分相当額を取り込む方法によっております。
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② たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

製品・商品・仕掛品：主として総平均法

原 材 料：主として総平均法

貯蔵品・容器（原材料）：主として最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産：建物（建物附属設備は除く）

　① 平成10年３月31日以前に取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の基準による旧定率法

　② 平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の基準による旧定額法

　③ 平成19年４月１日以後に取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の基準による定額法

　建物、機械装置以外

　① 平成19年３月31日以前に取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の基準による旧定率法

　② 平成19年４月１日以後に取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の基準による定率法

　機械装置

　① 平成19年３月31日以前に取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の基準による旧定額法

　② 平成19年４月１日以後に取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の基準による定額法

無 形 固 定 資 産：法人税法に定める方法と同一の基準による定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしておりま

す。

② 賞 与 引 当 金

当社は、従業員の賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。なお、連

結子会社は計上しておりません。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。数理計算上の差異は翌連結会計年度から定額法により５年間で

処理することとしております。

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に

含めて計上しております。
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② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理しております。

５.  連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更

（会計方針の変更）

(1）会計処理の原則及び手続の変更

当連結会計年度から平成20年３月31日公表の「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益は10百万円、営業利益及び経常利

益は11百万円、税金等調整前当期純利益は34百万円それぞれ減少しております。

(2）表示方法の変更

会社計算規則の改正に伴い、当連結会計年度より連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計

算書における「評価・換算差額等」は「その他の包括利益累計額」として表示する方法に、連

結損益計算書において「少数株主損益調整前当期純利益」の科目を表示する方法にそれぞれ変

更しております。

（連結貸借対照表に関する注記）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 12,873百万円

2. 保証債務

他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

立松化工股份有限公司 315百万円

3. 過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧縮記帳額は、機械装置及び運搬具36百万円であ

り、連結貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 11,281,629株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 508 50
平成22年
３月31日

平成22年
６月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額

(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 508 50
平成23年
３月31日

平成23年
６月30日
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（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については原則として資産の保全を目的とし、安全性の高いものに

限って行うものとしております。また、資金調達については短期的な運転資金を銀行借入により

調達しております。

必要に応じてデリバティブ取引等を行う場合は、取締役会の承認を得るものとしております。

(2) 金融商品の内容及びリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外展開

に伴う外貨建の営業債権、海外関係会社への長期貸付金は為替の変動リスクに晒されています。

　有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券、投資信託、投資事業組合出資であり、市場価

格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。

　営業債務である買掛金は、６ヶ月以内の支払期日となっております。また、その一部には、原

料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外

貨建の売掛金残高の範囲内にあります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

営業債権に関しては、営業部門が取引先ごとに期日管理及び残高管理を毎月行うとともに、回

収遅延のおそれのあるときは関係部門と連絡を取り、速やかに適切な処理を取るようにしてお

ります。

金融商品は、金融商品並びに為替管理規定に従い、取締役会の承認を得た安全性の高いものを

対象としています。

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対

照表価額により表されています。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

株式は、定期的に時価や発行体企業の財務状況を把握しております。また、債券、投資信託、

投資事業組合出資については、継続的なモニタリングを通して管理しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

営業債務や借入金は、手元流動性を高水準に保つことにより流動性リスクを回避しておりま

す。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく時価のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価格が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

連結貸借対照表

計上額（＊）
時価 差額

（1）現金及び預金 16,190 16,190 ―

（2）受取手形及び売掛金 7,593 7,593 ―

（3）有価証券及び投資有価証券

　 その他有価証券 8,078 8,078 ―

（4）長期貸付金 188 179 △8

（5）買掛金 （6,458） （6,458） ―

（6）短期借入金 （800） （800） ―
（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（1）現金及び預金、並びに（2）受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

（3）有価証券及び投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。債券は、取引所の価格又は

取引金融機関から提示された価格によっております。

（4）長期貸付金

　時価の算定は、その一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等

適切な指標の利率で割引いた現在価値により算出しております。

（5）買掛金、並びに（6）短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

（注2）非上場株式等（連結貸借対照表計上額3,160百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ

ュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため

「（3）有価証券及び投資有価証券 その他の有価証券」には含めておりません。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 3,688円25銭

１株当たり当期純利益 70円17銭
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貸 借 対 照 表

(平成23年３月31日現在)
(単位：百万円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 30,308 流 動 負 債 8,300

現 金 及 び 預 金 16,118 買 掛 金 6,407

受 取 手 形 795 短 期 借 入 金 800

売 掛 金 6,744 未 払 金 745

有 価 証 券 1,914 未 払 法 人 税 等 44

商 品 及 び 製 品 1,787 賞 与 引 当 金 271

原 材 料 897 そ の 他 32

仕 掛 品 391 固 定 負 債 402

貯 蔵 品 35 退 職 給 付 引 当 金 220

繰 延 税 金 資 産 508 資 産 除 去 債 務 92

預 け 金 1,005 預 り 保 証 金 90

そ の 他 113

貸 倒 引 当 金 △4 負 債 合 計 8,703

固 定 資 産 15,631 純 資 産 の 部

有 形 固 定 資 産 5,199 株 主 資 本 37,922

建 物 1,493 資 本 金 6,090

構 築 物 1,020 資 本 剰 余 金 6,517

機 械 装 置 1,956 資 本 準 備 金 6,517

車 両 運 搬 具 8 利 益 剰 余 金 27,059

工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 151 利 益 準 備 金 785

土 地 510 そ の 他 利 益 剰 余 金 26,274

建 設 仮 勘 定 57 退 職 給 与 積 立 金 300

無 形 固 定 資 産 17 特 別 償 却 準 備 金 5

ソ フ ト ウ ェ ア 8 別 途 積 立 金 24,800

そ の 他 8 繰 越 利 益 剰 余 金 1,168

投資その他の資産 10,414 自 己 株 式 △1,744

投 資 有 価 証 券 8,860 評価・換算差額等 △685

関 係 会 社 株 式 311 その他有価証券評価差額金 △685

長 期 貸 付 金 188

繰 延 税 金 資 産 499

積 立 保 険 料 483

そ の 他 73

貸 倒 引 当 金 △1 純 資 産 合 計 37,236

資 産 合 計 45,940 負 債 及 び 純 資 産 合 計 45,940
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損 益 計 算 書

[平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで]

(単位：百万円)

科 目 内 訳 金 額 金 額

売 上 高 26,202

売 上 原 価 21,258

売 上 総 利 益 4,943

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,810

営 業 利 益 1,133

営 業 外 収 益

受 取 利 息 198

受 取 配 当 金 98

そ の 他 119 416

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7

為 替 差 損 174

そ の 他 249 431

経 常 利 益 1,117

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 26

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 7 33

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 37

資 産 除 去 債 務 影 響 額 23

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 9

固 定 資 産 除 売 却 損 7 76

税 引 前 当 期 純 利 益 1,074

法人税、住民税及び事業税 327

法 人 税 等 調 整 額 49 377

当 期 純 利 益 697
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株主資本等変動計算書

[平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで]

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計

平成22年３月31日残高 6,090 6,517 6,517

事 業 年 度 中 の 変 動 額

特別償却準備金の取崩

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― ―

平成23年３月31日残高 6,090 6,517 6,517

(単位：百万円)

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰余金
合 計

退 職 給 与
積 立 金

特 別 償 却
準 備 金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成22年３月31日残高 785 300 7 24,800 978 26,871

事 業 年 度 中 の 変 動 額

特別償却準備金の取崩 △2 2 ―

剰 余 金 の 配 当 △508 △508

当 期 純 利 益 697 697

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― △2 ― 190 188

平成23年３月31日残高 785 300 5 24,800 1,168 27,059
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(単位：百万円)

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成22年３月31日残高 △1,741 37,737 △327 △327 37,409

事 業 年 度 中 の 変 動 額

特別償却準備金の取崩 ― ―

剰 余 金 の 配 当 △508 △508

当 期 純 利 益 697 697

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2 △2

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

△358 △358 △358

事業年度中の変動額合計 △2 185 △358 △358 △173

平成23年３月31日残高 △1,744 37,922 △685 △685 37,236
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個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式：総平均法による原価法

そ の 他 有 価 証 券：時価のあるものは決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

　時価のないものは総平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算

書を基礎として、持分相当額を取り込む方法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

製品・商品・仕掛品：総平均法

原 材 料：総平均法

貯蔵品・容器（原材料）：最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産：建物（建物附属設備は除く）

　① 平成10年３月31日以前に取得したもの

旧定率法
　② 平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの

旧定額法
　③ 平成19年４月１日以後に取得したもの

定額法

　建物、機械装置以外

　① 平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法

　② 平成19年４月１日以後に取得したもの

定率法

　機械装置

　① 平成19年３月31日以前に取得したもの

　 旧定額法

　② 平成19年４月１日以降に取得したもの

　 定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　 建物及び構築物 10～50年

　 機械装置 ８年

　 工具器具備品 ４～10年

無 形 固 定 資 産：法人税法に定める方法と同一の基準による定額法。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法。
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(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

(5) 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしておりま

す。

② 賞 与 引 当 金

従業員の賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

数理計算上の差異は翌事業年度から定額法により５年間で処理することとしております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理しております。

(7) 会計方針の変更

　（会計処理の原則又は手続の変更）

当事業年度から平成20年３月31日公表の「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益は10百万円、営業利益及び経常利

益は11百万円、税引前当期純利益は34百万円それぞれ減少しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 12,726百万円

(2) 保証債務

他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

立松化工股份有限公司 315百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 1,934百万円

長期金銭債権 187百万円

短期金銭債務 1,150百万円

長期金銭債務 18百万円

(4) 過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧縮記帳額は、機械装置36百万円であり、貸借対

照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。
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3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

　売上高 4,564百万円

　仕入高 2,301百万円

　販売費及び一般管理費 68百万円

営業取引以外の取引による取引高 99百万円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式数

普通株式 1,103,308株

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

流動資産

　賞与引当金 110百万円

　その他有価証券評価差額金 359百万円

　その他 40百万円

　 計 509百万円

固定資産

　退職給付引当金 89百万円

　投資有価証券評価損 201百万円

　ゴルフ会員権評価損 56百万円

　その他有価証券評価差額金 339百万円

　その他 42百万円

　 計 729百万円

繰延税金資産合計 1,239百万円

繰延税金負債

流動負債

　特別償却準備金 1百万円

　 計 1百万円

固定負債

　その他有価証券評価差額金 228百万円

　特別償却準備金 1百万円

　 計 229百万円

繰延税金負債合計 231百万円

6. １株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 3,658円44銭

１株当たり当期純利益 68円48銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成23年５月11日

松本油脂製薬株式会社

　取締役会 御中
　

清 稜 監 査 法 人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 竹 村 明 ㊞

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 石 井 和 也 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、松本油脂製薬株式会社の

平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記

表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示が

ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、松本油脂製薬株式会社及び連結子会社から成る企

業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

追記情報

　連結注記表5.（1）会計処理の原則及び手続の変更に記載のとおり、会社は当連

結会計年度から平成20年３月31日公表の「資産除去債務に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第21号）を適用している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成23年５月11日

松本油脂製薬株式会社

　取締役会 御中
　

清 稜 監 査 法 人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 竹 村 明 ㊞

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 石 井 和 也 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、松本油脂製薬株式

会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第73期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び

にその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附

属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び

に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明

細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

追記情報

　個別注記表1.（7)会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から平成

20年３月31日公表の「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企

業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 企業会計基準適用指針第21号）を適用している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第73期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の

上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内

部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査

いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして

会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会

決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状

況を監視及び検証いたしました。事業報告に記載されている会社法施行規則第

118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他に

おける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社につ

いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に

応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行

が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ

る事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上

の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）に

ついて検討いたしました。
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２．監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

一、事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

二、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

三、内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指

摘すべき事項は認められません。

四、事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められませ

ん。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組

みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なう

ものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは

ないと認めます。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人清稜監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人清稜監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成23年５月12日

松本油脂製薬株式会社 監査役会
常 勤 監 査 役 増 田 俊 明 ㊞
常 勤 監 査 役 森 下 輝 久 ㊞
常勤社外監査役 吉 岡 孝 ㊞
社 外 監 査 役 叶 智加羅 ㊞

以 上
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者 松本油脂製薬株式会社
代表取締役社長 木 村 直 樹

2. 議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　 期末配当に関する事項

　第73期の期末配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の経営環境を勘

案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

　 (1) 配当財産の種類

　金銭

　 (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金50円 総額508,916,050円

　 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

　平成23年６月30日
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第２号議案　取締役９名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員(10名)が任期満了となりますので、あらため

て、取締役９名の選任をお願いいたしたく存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、重要な兼職の状況、
当社における地位及び担当

所有する当社
の 株 式 の 数

木 村 直 樹
(昭和23年１月26日生)

昭和46年３月 早稲田大学政経学部政治学科卒

920,619株

昭和46年４月 株式会社朝日新聞社入社

昭和50年１月 当社取締役

昭和53年９月 当社入社

昭和57年12月 日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役（現任）

昭和61年４月 当社取締役副社長

平成３年６月 代表取締役副社長

平成４年７月 代表取締役社長（現任）

平成11年４月 松本興産株式会社代表取締役社長（現任）

矢 野 真 剛
(昭和24年12月16日生)

昭和47年３月 一橋大学社会学部卒

1,000株

平成14年４月 管理部長

平成16年６月 取締役管理部長

平成18年１月 常務取締役管理本部副本部長兼管理部長

平成20年６月 常務取締役管理本部副本部長

平成22年６月 代表取締役専務（管理部門担当）

平成23年５月 代表取締役専務管理本部長（現任）

蔦 谷 幹 男
(昭和22年４月12日生)

昭和48年３月 広島大学工学部応用化学科卒

5,000株

平成16年６月 取締役第三営業部長

平成18年１月 取締役第一事業部副事業部長兼第一営業部長

平成19年５月 常務取締役第一事業部長兼第一営業部長兼第二事業

部副事業部長

平成20年１月 常務取締役第一事業部長兼第三事業部副事業部長兼

第三営業部長

平成22年６月 専務取締役（営業部門担当）第三営業部長

平成23年５月 専務取締役営業本部長兼第三営業部長（現任）

木 村 芳 樹
(昭和26年７月３日生)

昭和50年３月 日本大学文理学部卒

216,188株
昭和51年３月 取締役

昭和61年４月 常務取締役

平成２年10月 常務取締役監査室長（現任）
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氏 名
(生年月日)

略歴、重要な兼職の状況、
当社における地位及び担当

所有する当社
の 株 式 の 数

渡 邉 潤
(昭和26年７月26日生)

昭和52年３月 静岡大学大学院工学研究科修士課程修了

1,000株

平成14年４月 第一研究部長

平成20年６月 取締役第一事業部副事業部長兼第一研究部長兼第二

研究部長兼合弁事業室長

平成22年１月 取締役第一事業部副事業部長兼第一研究部長兼合弁

事業室長

平成22年６月 取締役第一事業部長兼第一研究部長兼合弁事業室長

平成23年５月 取締役第一事業部長兼営業本部副本部長兼第一研究

部長兼合弁事業室長（現任）

髙 橋 修
(昭和25年６月15日生)

昭和51年３月 大阪大学基礎工学部合成化学科卒

1,500株

平成16年11月 技術部長

平成21年６月 取締役生産本部副本部長兼技術部長

平成22年４月 取締役生産本部副本部長兼製造部長

平成22年６月 取締役生産本部長兼製造部長（現任）

田 中 憲 吾
(昭和26年８月12日生)

昭和51年３月 広島大学工学部応用化学科卒

1,000株
平成18年１月 第二研究部長

平成20年８月 静岡製造部長

平成22年６月 取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長（現任）

伊 藤 茂 樹
(昭和27年12月３日生)

昭和52年３月 大阪市立大学工学部応用化学科卒

3,000株

平成７年１月 京都大学博士（農学）取得

平成20年１月 第三研究部長

平成22年６月 取締役第三事業部長兼第三研究部長

平成23年５月 取締役第三事業部長兼営業本部副本部長兼第三研究

部長（現任）

松 本 新太郎
(昭和13年１月５日生)

昭和37年３月 甲南大学経済学部卒

318,725株

昭和37年４月 東洋敷物株式会社入社

昭和39年11月 当社入社

昭和43年１月 取締役

昭和49年１月 常務取締役

昭和52年11月 専務取締役

昭和61年７月 松栄産業株式会社代表取締役社長（現任）

平成20年４月 当社取締役相談役（現任）

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案　当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

当社は、平成20年６月26日開催の当社第70回定時株主総会（以下「第70回定時株主

総会」といいます。）に基づき当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）

（以下「旧プラン」といいます。）を導入いたしましたが、旧プランの有効期間は、本

総会の終了の時までとなっております。

　当社は、旧プランの導入後も買収防衛策をめぐる社会環境等の動向を踏まえ、当社

の企業価値の向上ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のための当社の取組

みについて引き続き検討を行ってまいりましたが、平成23年５月16日開催の当社取締

役会において、いわゆる株券電子化に伴う変更及び字句・表現の変更等、旧プランの

内容を一部変更の上、（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます。）、本総会に

おいて株主の皆様のご承認が得られることを効力発生の条件として、下記内容にて本

プランを継続することを決議いたしました。

　つきましては、本プランの継続について、株主の皆様にご承認をお願いするもので

あります。

　本総会において、本プランの継続についてご承認いただいた場合の本プランの有効

期間は、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の

終了の時までとします。

なお、平成23年５月16日開催の当社取締役会においては、社外監査役を含む当社監

査役４名全員が、本プランの運用が適切に行われることを条件に、本プランの内容に

賛成する旨の意見を述べております。

記

1 本プラン継続の目的

本プランは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させ

ることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針（以下「基本方針」といいます。）に沿って継続されるものです。

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様

の共同の利益に資さない大量の買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者として不適切であると考えています。このような不適切な者によっ

て当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するべく、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大量の買付けを抑止するためには、

大量の買付けを行う者に対して当該買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様

の共同の利益に及ぼす影響を適切に判断する必要かつ十分な情報を提供するように

求めること、大量の買付け行為を行う者が提案する事業及び経営方針が当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益に与える影響を当社取締役会が評価・検討し
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て株主の皆様の判断の参考に供すること、当社取締役会が当社の事業及び経営の方

針等について当該買付を行う者との間で交渉・協議を行い、当社取締役会としての

事業及び経営の方針等に関する代替案を株主の皆様に提示するというプロセスを確

保するとともに、場合によっては、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益に対して回復し難い損害をもたらすことを防止するため、株券等の大量の買付け

行為に対する対抗措置を発動することが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益の確保・向上に資するものであると考えております。

なお、平成23年３月31日現在において、当社の把握する限り、当社の役員及びそ
の関係者によって当社の発行済株式総数の約44％が保有されておりますが、当社の
株主の分布状況は広範囲にわたっております。また、当社は上場会社であることか
ら、株主及び投資家の皆様の自由な意思に基づく取引等により当社株券等が転々譲
渡されることは勿論のこと、各々の事情に基づき、今後、当社株券等について譲渡
その他の処分が行われる可能性も否定できません。これらの事由に鑑みると、当社
の役員及びその関係者の保有比率が低下し、株式の流動性がさらに増大する可能性
も否定できません。その結果、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に
反する株券等の大量の買付けがなされる可能性が存することになります。
以上のことから、当社は、当社株券等に対する大量の買付けが一定の合理的なル

ールに従って行われることが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の
確保・向上に資すると考え、株券等の大量の買付けの提案がなされた場合における
情報提供等に関する一定のルール（以下「大量買付ルール」といいます。）を設定す
るとともに、基本方針に照らして不適切な者によって大量の買付けがなされた場合
に、それらの者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止
するための取組みとして、対抗措置の発動手続等を定めた本プランを継続すること
といたしました。
なお、平成23年３月31日現在における当社大株主の株式保有現状は参考資料１

「当社大株主の株式保有状況」記載のとおりです。
　また、当社は現時点において当社株券等の大量の買付行為に係る提案を受けてお
りません。

2 本プランの概要
本プランは、当社株券等（注１）の特定株式保有者等（注２）の議決権割合（注

３）を20％以上とする当社株券等の買付行為又は結果として特定株式保有者等の議
決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについても当社取締役会
があらかじめ同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方
法の如何は問わないものとします。以下、かかる買付行為を「大量買付行為」とい
い、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。）に応じるか否かを株主の
皆様に適切に判断いただくための必要十分な情報及び時間を確保するために、当社
取締役会が、大量買付者に対して、事前に大量買付情報（下記3(1)「大量買付者に
対する情報提供の要請」において定義します。）の提供を求め、当該大量買付行為に
ついての評価、検討、大量買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への
代替案の提案等を行うとともに、独立委員会（独立委員会の詳細については下記
3(3)「独立委員会の勧告」をご参照下さい。）の勧告を最大限尊重した上で、大量買
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付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められ
る対抗措置を発動するための大量買付ルールを定めております。
また、本プランにおいては、当社取締役会が、独立委員会に対する諮問に加え、

株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断する場合又は独立委員会
が株主総会を開催すべき旨の勧告を行った場合には、対抗措置の発動にあたり、株
主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断を株主の皆様の意思に委ねることとし
ております。
大量買付者は、大量買付ルールに従って、当社取締役会又は株主総会において、

対抗措置の発動の是非に関する決議が行われるまでは、大量買付行為を開始するこ
とができないものとします。
なお、本プランの手続の流れについては、参考資料２をご参照下さい。

注１：株券等

金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。

注２：特定株式保有者等

(ⅰ) 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を

いいます。）の保有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、

同条第３項に基づき保有者とみなされる者及び当社取締役会がこれに該

当すると認めた者を含みます。以下同様とします。）及びその共同保有者

（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づ

き共同保有者とみなされる者及び当社取締役会がこれに該当すると認め

た者を含みます。以下同様とします。）

又は、

(ⅱ) 当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）

の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、競売買

の方法によるか否かを問わず取引所金融商品市場において行われるもの

を含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規

定する特別関係者及び当社取締役会がこれに該当すると認めた者をいい

ます。）を意味します。

注３：議決権割合

議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点

での発行済全株式数（議決権のある株式に限る。）から、有価証券報告

書又は四半期報告書のうち直近に提出されたものに記載された数の単

元未満株式数及び有価証券報告書、四半期報告書又は自己株券買付状

況報告書のうち直近に提出されたものに記載された数の保有自己株式

数（単元未満株式数を除く。）を減じた株式数（単元未満株式数を除

く。）を、１単元の株式数（500株）で除した数とします。
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3 大量買付ルールの内容

(1) 大量買付者に対する情報提供の要請

ア 意向表明書の提出

大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合には、まず当社取締役会に対

して、大量買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先等の

大量買付者の基本情報、大量買付者が提案する大量買付行為の概要及び大量買

付ルールを遵守する旨の誓約文言等を記載した買付意向表明書（以下「意向表

明書」といいます。）を当社所定の書式により、日本語で提出していただくこと

とします。

イ 情報提供の要請

当社取締役会は、かかる意向表明書を受領した後10営業日以内に、当社株主

の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために提供していただく情

報（以下「大量買付情報」といいます。）のリストを大量買付者に交付し、大量

買付者には、速やかに当該リストに記載された情報を当社所定の書式にて、日

本語で提供していただくこととします。提供を求める大量買付情報の項目は下

記①乃至⑨のとおりです。

当社取締役会は、独立委員会に対する諮問を経て、大量買付者から提供され

た大量買付情報が、大量買付者が行おうとする大量買付行為の内容等を検討す

るために不十分であると判断した場合には、大量買付者に対して、適宜回答期

限を定めて追加情報を提供するよう求めることができるものとします。

また、当社取締役会は、本検討期間（下記(2)「当社取締役会における大量買

付行為の検討等」において定義するものとします。）開始後に、大量買付者が、

大量買付情報を要求した前提となる大量買付行為の内容を変更した場合には、

当該変更後の大量買付行為に係る大量買付情報の提供を求めることができるも

のとします。

なお、当社取締役会は、意向表明書が提出された事実について適時適切に開

示を行うとともに、必要に応じて、大量買付情報その他大量買付者から提供を

受けた情報の全部又は一部について、適時適切に開示を行います。また、当社

取締役会は、独立委員会に対し、大量買付者から提供された大量買付情報を提

供するものとします。

① 大量買付者及びそのグループ（特定株式保有者等、利害関係者及び組合・

ファンドの場合の各組合員その他の構成員を含みます。以下同様としま

す。)の概要（具体的な名称、資本構成及び財務内容等を含みます。）

② 大量買付行為の目的、方法及び内容（大量買付行為の種類及び価格、大量

買付行為の実施時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法

性、実行の蓋然性等を含みます。）
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③ 大量買付行為に際しての第三者との間の意思連絡の有無及び意思連絡があ

る場合にはその内容

④ 買付対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報、

一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容及びそのうち他

の株主に対して分配されるシナジーの内容等を含みます。）

⑤ 買付資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名

称、調達方法及び関連する取引の内容等を含みます。）

⑥ 大量買付行為後に意図する当社及び当社グループの事業計画を含む経営方

針、資本政策、配当政策及び財務政策

⑦ 大量買付行為後における顧客、取引先及び当社従業員等その他当社のステ

ークホルダーに対する対応方針

⑧ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策

⑨ その他当社取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断する情報

(2) 当社取締役会における大量買付行為の検討等

当社取締役会は、大量買付者から受領した大量買付情報及び当社取締役会が独

自に入手した情報等に基づいて、大量買付者による大量買付行為が、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものであるか否かを

評価・検討し、必要に応じて、大量買付者との買付条件等に関する交渉、代替案

の提案等を行うとともに、対抗措置の発動の是非を検討することとします。

当社取締役会は、評価・検討にあたって、下記（3）「独立委員会の勧告」記載

の独立委員会に対する諮問を行うほか、必要に応じて、当社取締役会から独立し

た第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士及びコンサル

タント等の専門家を含みます。）の助言を受けることができるものとします。

当社取締役会としては、これらの検討期間（以下「本検討期間」といいます。）

として、現金のみを対価（円貨）とする公開買付けによる当社株券等の全部買付

けの場合は60日間、その他の買付けの場合は90日間を設定し、大量買付者は、本

検討期間中に大量買付行為を開始することができないものとし、当社取締役会又

は株主総会において対抗措置発動の是非が決定された後にのみ、大量買付行為を

開始できるものとします。当社取締役会は、本検討期間を開始した場合には、大

量買付者に通知するとともに、適時適切に開示を行います。

当社取締役会は、本検討期間が満了する時点においても、なお、大量買付行為

の内容についての検討、代替案の提案、大量買付者との交渉等が十分に行われて

いないと判断した場合には、独立委員会に対する諮問を経て、その決議により、

本検討期間を最大30日間延長できるものとします。当社取締役会は、本検討期間

の延長の決議を行った場合には、大量買付者に対して、本検討期間を延長する旨

及び延長の理由を通知するとともに、適時適切に開示を行います。
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(3) 独立委員会の勧告

ア 独立委員会の設置

本プランにおいては、大量買付者に対する対抗措置の発動にあたり、取締役

会の恣意的判断を排除するため、当社取締役会の諮問機関として、当社取締役

会から独立した社外者のみから構成される独立委員会を設置し（独立委員会の

規則の概要については参考資料３のとおりです。）、その判断を経ることとしま

す。

独立委員会は３名以上の委員で構成されるものとし、その委員は、当社取締

役会からの独立性が高い社外監査役及び社外有識者等（弁護士、公認会計士、

実績ある企業経営者、学識経験者等又はこれらに準ずる者を含みます。）の中か

ら選任されるものとします。本プラン継続後の独立委員候補者及びその略歴等

については参考資料４をご参照下さい。

イ 独立委員会による検討等

独立委員会は、当社取締役会から諮問を受けた事項について、本検討期間の

範囲内で審議・検討し、当社取締役会に対して、勧告（対抗措置の発動の是非

についての勧告のほか、当社取締役会から諮問を受けた事項の実施の是非等に

ついての勧告を含みます。）を行います。

独立委員会は、当社取締役会を通じて受領した大量買付情報その他大量買付

者から提供を受けた情報に基づいて、審議・検討を行うものとしますが、審

議・検討にあたり、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報が不

十分であると判断した場合には、当社取締役会を通じて大量買付者に対して、

追加情報の提供を求めることができるものとします。

また、独立委員会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報

と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による企業価値の評価等との比較検

討を行うために、当社取締役会に対しても、本検討期間の範囲内で、適宜回答

期限を定めた上で、大量買付者の大量買付情報その他大量買付者から提供を受

けた情報の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。）、その

根拠資料、代替案（代替案がある場合のみに限ります。）その他独立委員会が適

宜必要と認める情報等の提供を求めることができるものとします。

さらに、独立委員会は、審議・検討にあたり、必要に応じて、当社の費用負

担において、当社取締役会から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイ

ザー、公認会計士、弁護士及びコンサルタント等の専門家を含みます。）の助言

を受けることができるものとします。

当社取締役会は、その判断にあたり、独立委員会の勧告の内容を最大限尊重

した上で、決議を行うものとします。

なお、独立委員会は、当社取締役会に対して、勧告を行った後であっても、

当該勧告後に大量買付者が、大量買付行為を中止した場合等、勧告の前提とな

る事実に変更があった場合には、勧告内容の変更又は勧告の撤回等を行うこと

ができるものとします。
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4 大量買付行為に対する対抗措置

(1) 対抗措置発動の条件

ア 大量買付ルールが遵守された場合

本プランは、当社の経営に影響力を持ちうる規模の当社株券等の大量買付行

為について、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上

させるという観点から、株主の皆様に、大量買付情報をはじめとする大量買付

行為を受け入れるか否かの判断のために必要十分な情報、大量買付者との交渉

に基づく当社取締役会の評価、意見及び代替案の提案等を受ける機会の提供、

並びにこれらの検討のために必要十分な時間を保証することを目的として一定

の手続を定めているものです。

したがいまして、大量買付者が、大量買付ルールを遵守した場合には、原則

として、対抗措置の発動は行わないものとします。

ただし、大量買付者が、大量買付ルールを遵守している場合であっても、大

量買付情報その他大量買付者から受領した情報及び当社取締役会が独自に入手

した情報に基づいて、大量買付行為の内容等を検討した結果、当該大量買付行

為が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められる行為

であり、対抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、当社取締役会

は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の決議を行うも

のとします。ここで、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると

認められる行為である場合とは、具体的には、下記①乃至⑦のいずれかの要件

の一つ又は複数の要件に該当する場合をいうものとします。

① 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社株式の株

価をつり上げて高値で当社株券等を当社の関係者に引き取らせる目的で大

量買付行為を行っている場合（いわゆるグリーンメイラー）

② 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウ

ハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大量買付者又はそのグループ

に移譲させる目的で大量買付行為を行っている場合

③ 当社の経営を支配した後に当社の資産を大量買付者又はそのグループの債

務の担保や弁済原資として流用する予定で大量買付行為を行っている場合

④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、

有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的

な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙

って当社株券等の高値売り抜けをする目的で大量買付行為を行っている場

合
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⑤ 最初の買付けで全ての当社株券等の買付けの勧誘をすることなく、二段階

目の買付条件を不利に（あるいは明確にしないで）設定し、買付けを行う

ことにより、株主の皆様に事実上売却を強要する結果となっている場合

（いわゆる強圧的二段階買収）

⑥ 買付の条件（買付対価の価格・種類、買付けの時期、買付方法の適法性、

買付けの実行の蓋然性、買付後の経営方針・事業計画ならびに買付け後に

おける当社の他の株主及びステークホルダーに対する対応方針等を含みま

す。）が本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付の場合

⑦ 大量買付者による支配権の取得により、当社の企業価値を生み出す上で必

要不可欠な顧客、取引先及び当社従業員その他当社のステークホルダーの

利益を含む当社の企業価値が毀損されることに加え、更に株主の皆様の共

同の利益が著しく毀損されるなど、当社の企業価値だけでなく、株主の皆

様の共同の利益を著しく害する場合

イ 大量買付ルールが遵守されない場合

大量買付者が、大量買付ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、独

立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の

共同の利益の確保・向上のために、対抗措置の発動の決議を行うものとします。

ウ 株主総会の開催

上記ア「大量買付ルールが遵守された場合」記載のとおり、大量買付ルール

が遵守された場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告の内容を最大限尊

重した上で、大量買付行為に対する対抗措置発動の是非を決議することを原則

としますが、本プランに従った対抗措置の発動の決議に際して、大量買付者に

よる大量買付行為の内容、時間的猶予等諸般の事情を考慮の上、法令及び当社

取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆

様の意思を直接確認することが実務上適切と判断する場合又は独立委員会が株

主総会を開催すべき旨の勧告を行った場合には、当社取締役会は、株主総会を

招集し、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確認することができるも

のとします。当社取締役会は、株主総会の開催を決定した場合、速やかに当該

決定を行った事実及びその理由を開示するとともに、実務上可能な限り速やか

に株主総会を招集するものとします。

また、当社取締役会は、株主総会が開催された場合、対抗措置の発動に関し

て、当該株主総会における株主の皆様の判断に従うものとします。

なお、大量買付者は、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、

当該株主総会において対抗措置の発動に関する議案が決議されるまでの間、大

量買付行為を開始してはならないものとします。
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(2) 対抗措置の発動及びその内容

当社取締役会は、大量買付者が、大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買

付ルールを遵守した場合でも当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであ

ると認められる行為であり、対抗措置を採ることが相当であると判断する場合に

は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為に対して対抗措置を

発動するものとします。また、対抗措置の発動に関し、独立委員会に対する諮問

に加え、株主の皆様の意思を確認するために株主総会が開催された場合には、当

該株主総会における株主の皆様の判断に従って、対抗措置を発動するものとしま

す。

具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他法令又は当社定款

において当社取締役会の権限として認められているものの中から、その時々の状

況に応じて、適切なものを選択するものとしますが、新株予約権の無償割当てを

行う場合の当該新株予約権の概要は参考資料５のとおりです。

なお、当社取締役会は、対抗措置の発動を決定した後であっても、大量買付行

為の内容の変更又は撤回等、対抗措置発動の前提となる事実に変化が生じたなど

の理由により、当該大量買付行為が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明

らかである行為であると認められなくなった場合又は対抗措置を採ることが相当

ではないと判断される場合には、独立委員会への諮問を経た上で、対抗措置の発

動に係る決議を中止又は撤回することができるものとします。

また、対抗措置の発動に係る決議を中止又は撤回する場合には適時適切に開示

を行います。

5 本プランの継続手続、有効期間、廃止及び変更

本プランは、本総会において、本プランの継続に関する議案が承認されることを

条件として、継続されるものとします。本プランの継続が承認された場合の有効期

間は、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の

終了の時までとし、本プランの継続については、第76回定時株主総会において株主

の皆様の意見を確認することとします。第76回定時株主総会において株主の皆様の

ご承認が得られた場合の有効期限は３年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終了の時までとし、株主の皆様からのご承認が得られなか

った場合、本プランは定時株主総会終了の時をもって失効するものとします。その

後の本プランの継続についても同様に３年ごとに株主の皆様の意思を確認するもの

とします。

もっとも、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止

する旨の決議が行われた場合又は当社取締役会において本プランを廃止する旨の決

議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プラン導入及び継

続の趣旨に反しない限り、本プランに関する法令、取引所規則等の新設又は改廃が

行われたことにより、本プランを修正することが適切な場合又は誤字脱字等の修
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正・補充等の字句の修正を行うのが適切であり、当社株主の皆様に不利益を与えな

い場合等には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場

合があります。

当社取締役会は、本プランの廃止、修正又は変更がなされた場合には、当該廃止、

修正又は変更等の事実及び内容その他の事項について、速やかに開示を行います。

6 本プランに対する当社取締役会の判断及びその理由

(1) 本プランが基本方針に沿うものであること

本プランは、大量買付行為が行われる際に、当該大量買付行為に応じるべきか

否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必

要十分な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行

うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益を確保するための取組みであり、基本方針に沿うものであります。

(2) 本プランが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損

なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考

えております。

　

ア 買収防衛策に関する指針等を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日付で発表した「企業

価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」にお

いて定められた①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開

示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則の三原則を完全に充足し、また

株式会社大阪証券取引所の「企業行動規範に関する規則」第11条（買収防衛策

の導入に係る遵守事項）の趣旨に合致したものです。さらに、本プランは、企

業価値研究会が平成20年６月30日付で公表した「近時の諸環境の変化を踏まえ

た買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容になっており、合理性を有する

ものであります。

イ 株主の皆様の意思の重視と情報開示

当社は、第70回定時株主総会における株主の皆様のご承認を旧プランの発効

の条件とし、かつ本総会における株主の皆様のご承認を本プランの継続条件と

しており、旧プランの導入及び本プランの継続には株主の皆様の意思が反映さ

れるものとなっております。

また、上記5「本プランの継続手続、有効期間、廃止及び変更」記載のとお

り、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プラン

を廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるこ

― 48 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年05月27日 17時53分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.40 20110126_02）



とになっており、本プランは、その廃止においても、株主の皆様の意思を尊重

した形になっております。

さらに、これらに加えて、上記4(1)ウ「株主総会の開催」記載のとおり、当

社取締役会は、実務上適切であると判断する場合又は独立委員会からの勧告が

あった場合には、株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非についても、株主

の皆様の意思を確認することとされており、株主の皆様の意思が反映されます。

また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社

株式の売却を行うか否かについての判断及び対抗措置の発動の是非を判断する

株主総会における議決権行使等の際の意思形成を適切に行っていただくために、

当社取締役会は、上記3(1)「大量買付者に対する情報提供の要請」記載のとお

り、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社

取締役会が適当と認める時期及び方法により開示することとしております。

ウ 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み

① 独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの継続にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するため

に、引き続き、独立委員会を設置しております。

当社に対して大量買付行為がなされた場合には、上記3(3)「独立委員会の

勧告」記載のとおり、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗措置の発

動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当

社取締役会は当該勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、取

締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することがで

きる仕組みが確保されています。

② 合理的な客観的要件の設定

本プランは、上記4「大量買付行為に対する対抗措置」記載のとおり、大

量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場

合又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的か

つ詳細に定められた客観的要件を充足した場合のみ発動することとされて

おり、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を

可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。

さらに、上記4(1)ウ「株主総会の開催」記載のとおり、当社取締役会が株

主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の発動の是非の決定は当社株

主総会の決議に委ねられ、この点においても、当社取締役会による恣意的

な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえ

ます。
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エ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記5「本プランの継続手続、有効期間、廃止及び変更」記載のとおり、本プ

ランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、

デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、

発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期

は１年となっており、期差任期制ではないため、本プランはスローハンド型買

収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発

動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

7 株主及び投資家の皆様に与える影響等

(1) 本プランの継続が株主及び投資家の皆様に与える影響等

本プランは、継続時点において新株予約権の割当て等を行うものではありませ

んので、株主の皆様の権利関係に直接の影響はありません。

もっとも、本プランは、株主及び投資家の皆様が大量買付行為に応じるか否か

を判断するために必要十分な時間及び情報の確保や、現に当社の経営を担ってい

る当社取締役会の評価、意見等を提供し、さらには、株主及び投資家の皆様が代

替案の提案を受ける機会を保証することを目的としております。これにより、株

主及び投資家の皆様は、必要十分な時間及び情報に基づいて、大量買付行為に応

じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、株主及び投資家の皆様

の共同の利益の保護につながるものと考えております。したがいまして、本プラ

ンの継続は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるも

のであり、株主及び投資家の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものである

と考えております。

なお、上記4「大量買付行為に対する対抗措置」記載のとおり、大量買付者が大

量買付ルールを遵守するか否かにより当該大量買付行為に対する当社の対応方針

が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大量買付者の動向

にご注意下さい。

(2) 対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響等

大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当

社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を守ることを目的として、新株予

約権の無償割当てその他法令及び当社定款において当社取締役会の権限として認

められている対抗措置を採ることがありますが、当社取締役会が具体的対抗措置

を採ることを決定した場合には、法令及び取引所規則に従って適時適切な開示を

行います。

当社取締役会が対抗措置のうち新株予約権の無償割当てを行った場合、大量買

付者については、保有する株式について希釈化が生じるなど、その法的権利又は
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経済的側面において不利益が発生する可能性があります。これに対し、対抗措置

発動の対象となった大量買付者を除く株主の皆様については、当該対抗措置の仕

組み上、保有する当社株式の希釈化等が生じることはなく、法的権利又は経済的

側面において格別の損失が生じる事態になることは想定されておりません。

なお、当社は、対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議を行い、新株予

約権の割当てを受ける株主の皆様が確定した後であっても、効力発生日の前日ま

での間に新株予約権の無償割当てを中止し、又は新株予約権の無償割当ての効力

発生日以降行使期間開始日前日までの間に無償にて当該新株予約権を取得するこ

とがあります。これらの場合には、当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じな

いことから、当社株式１株当たりの価値の希釈化が生じることを前提にして売買

を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性が

あります。

(3) 新株予約権の無償割当てを行う場合に株主の皆様に必要となる手続

対抗措置として考えられるもののうち、参考資料５の概要に従って新株予約権

の無償割当てを行った場合及び当社が新株予約権を取得する場合に、株主の皆様

に関連する手続については、以下のとおりであります。

ア 新株予約権無償割当てを行う場合の手続

新株予約権の無償割当ての対象とされた株主の皆様は、当社取締役会にお

いて定めた効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、割当てに

伴って特別な手続を行っていただく必要はありません。

ただし、新株予約権の無償割当ては、当社取締役会が定めた一定の基準日

時点の株主名簿に記載された株主の皆様に対して行われるため、当該基準日

までに株主として、株主名簿に記録されている必要がありますのでご留意下

さい。

イ 株主の皆様が新株予約権を行使する場合

新株予約権を行使する場合には、当社株式を取得するために所定の期間内

に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。かかる手続の詳細に

つきましては、実際に新株予約権の無償割当てを行うことになった際に、法

令等に基づき別途お知らせいたします。

ウ 当社が新株予約権を取得する場合

当社が新株予約権を当社株式と引換えに取得する場合には、当社が取得に

必要な所定の手続を行えば、当社が当該取得の対象とした新株予約権を保有

する株主の皆様は、行使価額相当額の払込み等の新株予約権の行使に係る手
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続を経ることなく、当社による新株予約権取得の対価として、当社株式の交

付を受けることができます。ただし、当社が新株予約権を取得する際に、大

量買付者に該当しないことを証する書面等の提出をお願いする場合がありま

す。

以 上
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参考資料１

平成23年３月31日現在の当社大株主の株式保有状況

氏名又は名称 所有株式数（千株)
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

松本興産株式会社 2,105 18.66

松本油脂製薬株式会社 1,103 9.77

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY

1,058 9.38

木 村 直 樹 920 8.16

松栄産業株式会社 867 7.68

有限会社木村直樹 519 4.60

株式会社三菱東京UFJ銀行 338 3.00

松 本 新太郎 318 2.82

岩 田 みち子 289 2.56

相 田 襄 治 225 2.00

以 上
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参考資料２

本プランの概要

以 上
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参考資料３

独立委員会規則の概要

1． 独立委員会設置の目的

独立委員会は、本プランにおける取締役会の判断の客観性、公正さ及び合理性を

担保するために設置される。

2． 独立委員会の構成

独立委員会の委員は３名以上とし、公正で合理的な判断を可能とするため、当社

の業務執行を担う経営陣から独立している社外監査役及び社外有識者等（弁護士、

公認会計士、実績ある企業経営者、学識経験者等又はこれらに準ずる者を含む。）

の中から選任される。

3． 独立委員の任期

(1)独立委員会の委員の任期は、選任の時から、１年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終了後最初に開催される取締役会の終了の時

までとし、再任を認めるものとする。

(2)増員又は補欠として選任された独立委員会の委員の任期は、在任委員の任期の満

了する時までとする。

4． 独立委員会の招集手続

独立委員会は、当社代表取締役の要請により、独立委員会の決議により選定され

る議長又は各独立委員が招集する。

5． 独立委員会の決議方法

独立委員会の決議は、原則として、独立委員全員が出席し、全員の一致をもって

これを行う。

6． 独立委員会の権限事項

(1)独立委員会は、当社取締役会からの諮問を受けて、以下の各号に記載される事項

につき審議・検討を行い当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各

委員は、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益の確保・向上に反するか否か

という観点から審議・検討を行うこととする。

① 本プランにおける対抗措置の発動の是非（株主総会の開催を求めるか否かを含

む。）

② 本プランにおける対抗措置の中止又は撤回

③ 大量買付者から提出された情報が必要かつ十分か否かの判断

④ 対抗措置の発動の是非を検討するにあたり、必要となる追加情報の提供を請求

する場合の追加情報の範囲

⑤ 本検討期間の延長の可否

⑥ 株主に不利益を与えない範囲の本プランの修正又は変更

⑦ その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項

(2)独立委員会は、審議・検討にあたり、大量買付情報その他大量買付者から提供を

受けた情報が不十分であると判断した場合には、当社取締役会を通じて大量買付

者に対して、追加情報の提供を求めることができる。
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7． 独立委員会の出席者

独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役又は従業員等を出席させ、

独立委員会が必要な情報の提供を求めることができる。

8． 第三者の助言

独立委員会は、その職務の執行にあたり、当社の費用負担において、当社取締役

会から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士

及びコンサルタント等の専門家を含む。）の助言を受けることができる。

以 上
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参考資料４

独立委員会委員の氏名及び略歴

岩﨑 輝一郎氏（昭和12年８月23日生）

昭和32年４月 東京大学文科Ⅱ類入学

昭和36年３月 東京大学文学部卒

昭和36年４月 野村證券株式会社入社

平成５年６月 野村證券株式会社代表取締役副社長

平成９年３月 野村證券株式会社監査役

平成９年３月 株式会社野村総合研究所監査役

平成12年７月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役社長

平成17年６月 大和ハウス工業株式会社監査役（現任）

平成17年６月 株式会社サンケイビル取締役（現任）

平成18年６月 当社社外監査役

平成22年６月 財団法人日本証券奨学財団理事長(現任)

石川 俊彦氏（公認会計士・昭和26年９月６日生）

昭和45年４月 横浜国立大学経営学部入学

昭和49年３月 横浜国立大学経営学部卒

昭和52年３月 横浜国立大学大学院経営学科卒

昭和52年４月 昭和監査法人（現；新日本有限責任監査法人）入所

昭和56年３月 株式会社ビジネスブレイン昭和（現；株式会社ビジネスブレイン

太田昭和）入社

平成３年６月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和取締役

平成16年６月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和専務取締役

平成20年６月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和取締役副社長

平成21年４月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和代表取締役社長（現任）

川下 清氏（弁護士・昭和29年11月20日生）

昭和48年４月 東京大学文科Ⅰ類入学

昭和53年 司法試験合格

昭和54年３月 東京大学法学部卒業

昭和56年４月 司法修習終了（第33期）、荻矢頼雄法律事務所入所

昭和62年４月 梅田総合法律事務所設立

公職 大阪弁護士会副会長（平成16年）、大阪府精神医療審査会副会長（現任）

注 各委員と当社との関係 上記３氏との間に特別の利害関係はありません。

以 上
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参考資料５

新株予約権の概要

1. 割当ての対象となる株主及び株主に割り当てる新株予約権の数
当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、
その所有株式（ただし、当社の有する当社普通株式を除く。）１株につき１個以
上で当社取締役会が定める割合に従って新株予約権を無償で割り当てる。

2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個の行
使により交付される当社普通株式の数は１株とする。また、当社が株式分割も
しくは株式併合を行う場合又はその他の場合においては、所要の調整を行うも
のとする。

3. 新株予約権無償割当ての効力発生日
当社取締役会において別途定める。

4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額は、当社普通株式１株当り金１円以上として当社
取締役会において定める額とする。

5. 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものと
する。

6. 当社による新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が定める日（以下「取得日」という。）をもって、取得日
の前日までに未行使の新株予約権（ただし、以下7.の規定に従い定められた行
使条件等により新株予約権を行使できない者が有する新株予約権を除く。）の全
てを取得し、これと引き換えに、新株予約権１個につき、当社普通株式１株を
交付することができる。

7. 新株予約権の行使条件
大量買付者及びその特定株式保有者等並びに大量買付者及びその特定株式保有
者等から当社取締役会の承認を得ずに新株予約権を取得又は承継した者は、新
株予約権を行使できないものとする。その他の行使条件については、当社取締
役会において定めるものとする。

8. 新株予約権の行使期間等
新株予約権の行使期間、その他必要な事項については、当社取締役会において
別途定める。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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株主総会会場ご案内図

会 場 大阪府八尾市渋川町２丁目１番３号

本社 第二研究ビル２階会議室

交 通 JR関西本線

「八尾」駅下車（普通電車のみ停車)

徒歩約８分

(なお、駐車場の準備はいたしておりませんので、あしからず

ご了承くださいますようお願い申し上げます。 )
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